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規    則 

 

那覇市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則の一部を改

正する規則（消防局警防課） 

那覇市規則第46号  

平成28年８月12日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 28年（2016年）８月那覇市議会臨時会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 195 号  

平成 28 年８月９日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年（2016年）８月那覇市議会臨時会の招集について 

 

平成 28年（2016年）８月那覇市議会臨時会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招集の日   平成 28年８月 19日（金） 

 

２ 招集の場所  那覇市議会議場 

 

３ 付議事件名 

 （１） 平成 28年度那覇市一般会計補正予算（第３号） 

 （２） 平成 28年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 （３） 工事請負契約について（上間小学校及び幼稚園改築工事(建築)) 

 （４） 工事請負契約について（上間小学校及び幼稚園改築工事(電気)) 

 （５） 工事請負契約について（上間小学校及び幼稚園改築工事(衛生)) 

 （６） 工事請負契約について（上間小学校及び幼稚園改築工事(空調)) 

 （７） 専決処分の報告について（人身車両物損事故） 

 （８） 専決処分の報告について（田原公園内公衆便所身障者用トイレの引戸に

よる事故） 
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公    告 

那覇市津波避難ビル機械警備保安業務委託契約の制限付一般競争入

札の実施について（総務課） 

那覇市公告第 205 号  

平成 28 年８月３日  

掲 示 済  

 

 

   那覇市津波避難ビル機械警備保安業務委託契約の制限付一般競争入札の実施

について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則（平成 26年那覇市規則第 59号。

以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  那覇市津波避難ビル機械警備保安業務委託 

（２）履行場所  那覇市津波避難ビル（那覇市松山２丁目 22番１号） 

（３）業務内容  那覇市津波避難ビル機械警備保安業務委託仕様書による 

（４）契約期間  契約締結日から平成 31年３月 31日 

（５）長期継続契約 

この入札にかかる契約は、那覇市長期継続を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 14号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、本契約を締結した年度の翌年度以降において、

各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継

続するものであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場

合には、本契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格を全て満たさなければならない。 

（１） 那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託競争入札参加者資格等に関する

要綱第５条第１項に規定する制限付一般競争入札参加資格者名簿に登録さ

れていること。 

（２） 警備業務において公安委員会認定の業者であること。 

（３） 営業実績が２年以上あること。 
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（４） 那覇市の市税を完納していること。 

（５） 本市を所在地とする本店、支店及び営業所(以下「営業所等」という。)

のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業

所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札

における営業所等認定基準(平成 23年 12月５日付総務部長決裁)による。 

（６） 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７） 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８） 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９） 経営及び信用の状況が良好であること。 

（10） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続

き開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定

に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（11） 警備員の制服制度があること。 

（12） 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

（13） 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認め

られたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（14） 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第２号)第２条第１項第１ 

号に規定する暴力団又は、同条第２号に規定する暴力団員に該当しておら

ず、又は関係していないこと。 

（15） その他市長が認める条件 

 

３ 入札説明会 

（１）日  時  平成 28年８月９日（火） 

午後１時 30分受付開始  午後２時 00分説明開始 

（２）場  所  那覇市松山２丁目 22番１号 

那覇市津波避難ビル 

※駐車場はございません。 

 

４ 質問及び回答 

（１）質問期間  平成 28年８月９日（火）から平成 28年８月 12日（金） 

（２）質問方法   質問書（市様式）を那覇市総務部総務課市民防災室宛てに電

子メールで提出すること。 

※電話、口頭による質問対応は受け付けておりません。 

（３）回答方法  平成 28年８月 15日（火）までに仕様書の配布の受付を行っ

た全事業者宛てに電子メールで回答する。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

（１）日  時  平成 28年８月 18日（木） 

午後２時 30分受付開始  午後３時 00分入札開始 

（２）場  所  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 
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（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除することができる。 

 

８ 契約保証金 

那覇市契約規則第 30条第１項第９号に基づき免除する。 

 

９ 落札決定後提出書類（落札者のみ提出） 

落札者は、指定された期日までに下記提出書類を、那覇市総務部総務課市民

防災室まで持参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更生年金保険）加入証明書 

（８）最低賃金遵守の誓約書（市様式） 

（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格の証明の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とする。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市 総務部 総務課 市民防災室 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-861-1102 
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福祉施設等との随意契約の公表について（公園管理課） 

那覇市公告第 216 号  

平成 28 年８月９日  

掲 示 済  

 

 

福祉施設等との随意契約の公表について 

 

 

那覇市契約規則第 21条の規定により次のとおり公表します。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 契約締結日 平成 28年８月８日 

 

２ 件名、契約相手方の住所、氏名 

① 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その１） 

那覇市字古島 12番地１ ピュアパレス黒潮 101号 

社会福祉法人 伊集の木会  就労支援 いじゅの木 

理事長 黒潮 武嗣 

② 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その２） 

南風原町字宮平 537番地 

社会福祉法人 育成福祉会 理事長 安里 盛一 

③ 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その３） 

与那原町字与那原 2943番地 

社会福祉法人 基督教児童福祉会 愛隣園 

理事長 仲宗根 幸子 

④ 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その４） 

うるま市字宇堅 919番地 

社会福祉法人 宇堅福祉会 理事長 比嘉 一信 

 

３ 契約金額 

① 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その１）2,457,799円 

② 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その２）2,251,800円 

③ 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その３）2,430,000円 

④ 平成 28年度花壇花卉植栽維持管理業務（その４）1,587,600円 

 

４ 契約理由 

  契約を締結する前に設定した選定基準に該当する団体から提出された見積書の

結果による。 

 

５ 契約担当課 

  建設管理部 公園管理課 電話 951－3239 



    那 覇 市 公 報    第１６７５号   2016（平成28）年９月１日 

 1097 

 

平成 27年度那覇市人事行政の運営等の状況（人事課） 

那覇市公告第 217 号  

平成 28 年８月 10 日  

掲 示 済  

 

 

平成 27年度那覇市人事行政の運営等の状況 

 

 

地方公務員法第 58 条の２第３項及び那覇市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例第４条の規定により、平成 27年度の那覇市人事行政の運営等の状況を次の

ように公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市における等級別基準職務表に基づく等級等ごとの

職員数（人事課） 

那覇市公告第 221 号  

平成 28 年８月 12 日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年度那覇市における等級別基準職務表に基づく等級等ごとの職員数 

 

 

地方公務員法第 58条の３第２項の規定により、平成 28年度の等級別基準職務表

に基づく等級等ごとの職員数を次のように公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

＜等級別基準職務表に基づく等級等ごとの職員数について＞ 

 この公表は、等級別基準職務表に基づく職務の各等級への格付けの運用に係る地

方公共団体の説明責任を強化し、職務給の原則の徹底を図るため、平成 28年度にお

ける本市の等級別基準職務表に基づく等級等ごとの職員数を各給料表ごとに市民の

皆様にお知らせするものです。 

 

 公表する項目は次のとおりです。 

１ 行政職給料表 等級別基準職務表 

２ 医療職給料表（１） 等級別基準職務表 

３ 医療職給料表（２） 等級別基準職務表 

４ 医療職給料表（３） 等級別基準職務表 

５ 任期付職員給料表 等級別基準職務表 

 

 公表の内容は、本市の各任命権者からの報告を基に作成しています。 

 この公表についてご意見等がございましたら下記までお寄せください。 

 

〒900-8585 那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所 総務部人事課 電話 098-861-7499 

       FAX098-943-0289 
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（仮）ベア―ズタウン首里金城町Ⅱ区域建築協定の認可及び縦覧につ

いて（建築指導課） 

那覇市公告第 226 号  

平成 28 年８月 15 日  

掲 示 済  

 

 

（仮）ベア―ズタウン首里金城町Ⅱ区域建築協定の認可及び縦覧について 

 

 

建築基準法第 76 条の３第２項の規定により下記の建築協定を認可したので、同

条第４項の規定により準用する建築基準法第 73条第２項の規定により公告する。 

また、同条第３項の規定によりその建築協定書を一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 認可番号 

第１号 

２ 認可年月日 

平成 28年８月 15日 

３ 建築協定の名称 

（仮）ベア―ズタウン首里金城町Ⅱ区域建築協定 

４ 建築協定の地名地番 

那覇市首里金城町二丁目 61番３、60番２ 

５ 縦覧場所 

那覇市 都市計画部 建築指導課 

那覇市泉崎１－１－１ 那覇市役所９階 
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住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 

那覇市公告第 237 号  

平成 28 年８月 18 日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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制限付一般競争入札の実施について（建築指導課） 

那覇市公告第 271 号  

平成 28 年９月１日  

 

 

制限付一般競争入札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項及の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施する。よって、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以

下、「施行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条（平成 26年那覇市

規則第 59号）の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

（１）業 務 名：平成 28 年度那覇市アスベストデータベース所有者情報整備業務 

委託 

（２）場  所：那覇市全域 

（３）概  要：本業務は、建築物のアスベスト対策を公平かつ着実に推進するた

めのアスベストデータベース作成業務のうち、那覇市に存する建

築物の最新の所有者を把握するため、平成 27年度の同事業の委託

業務において整備した「那覇市建築物アスベストデータベース」

と所有者情報等を照合し、建築物情報に所有者情報を付加するも

のである。 

（４）履行期間：契約締結日から平成 29年２月 28日まで 

（５）予定価格：3,116,000円(消費税抜き) 

（６）最低制限価格：予定価格の６/10から８/10までの範囲で設定し、開札後公表

する。 

（７）本委託は、紙による入札手続きを行う。 

（８）本委託は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型である。 

 

２ 入札参加資格要件 

公告日から落札者決定日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（２）那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱（昭和57年1月26日助役決裁）第14

条に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

（４）経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
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（５）本市の市税の納税義務がある者にあっては、その市税に滞納がないこと。  

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第６号の暴力団員又は同条第２号の暴力団若しくは同条第６号の暴力団

員と密接な関係を有する者でないこと。 

（７）プライバシーマークの認定又は ISO27001認証を有している者であること。 

（８）沖縄県内に事業所（契約可能な本店又は支店等）が有る法人であること。 

（９）本委託業務に際し、この公示または仕様書に合致した業務を確実に履行でき

る者で、過去５ヵ年の間に国又は地方公共団体その他民間企業とその種類（地

図情報システム「GIS」）及び規模を同じくする契約を締結し、これらを全て誠

実に履行した者。 

（10）那覇市委託業務競争入札参加資格者名簿又は物品購入等入札参加資格者名簿

のいずれかに登録されていること。 

 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書（以下、「資格確認

申請書」という。）を持参により提出しなければならない。 

なお、期限までに資格確認申請書（第１号様式）を提出しない者は、本競争に

参加することができない。 

（１）提出期限：平成 28年９月 13日(火)午後５時まで 

（２）提出場所：沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所本庁舎９階  建築指導課 

 

４ 入札について 

（１）入 札 日：平成 28年９月 16日(金)午前 11時 00分 

（２）入札場所：沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所本庁舎９階 901会議室 

（３）開札日時：入札終了後、即時おこなう。 

（４）その他事項については入札説明書による。 

 

５ 資格確認資料の提出と入札参加資格の確認について（落札候補者のみ提出） 

（１）落札候補者の資格確認 

   予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格を持って有効な入札 

をした者（以下、「落札候補者」という。）を順次順位を付する。なお、落札に

ついては保留し、入札参加資格審査後に落札者を決定する。 

ア 資格確認資料提出の連絡：開札後、平成 28年９月 21日(水)午後５時（予

定）までに対象業者あてに連絡する。 

イ 提出期限：指定された期限までに提出すること。 

ウ 提 出 先：那覇市建築指導課まで持参すること。 

（２）入札参加資格の確認結果通知（落札者決定通知） 

  平成 28年９月 27日(火)（予定）までに通知する。 

（３）その他事項については入札説明書による。 

 

６ 契約締結時期 

落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担

当者が特に指示したときは、この限りでない。 
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７ 入札保証金、契約保証金、支払い条件に関する事項 

（１）入札保証金：那覇市契約規則第８条により免除することができる。 

（２）契約保証金：那覇市契約規則第 30条により免除することができる。 

（３）前 金 払：適用しない。 

（４）部 分 払：適用しない。 

 

８ 本案件に関する質問・回答 

（１）提出期間：公告日から平成 28年９月８日(木)17時まで 

（２）提出方法：質問書（第２号様式）を FAX で提出すること。（質問がなければ   

提出不要） 

（３）提 出 先：那覇市建築指導課 担当 又吉 宛 FAX:098-951-3245 

（４）回 答 日：平成 28年９月 13日(火) 

（５）回答方法：下記の那覇市建築指導課ホームページに掲載する。 

 

９ その他 

（１）入札参加者は、契約書(案)及び仕様書、入札説明書等を熟読しこれを遵守す

ること。 

（２）契約書(案)、仕様書、入札説明書、様式等については下記の那覇市建築指導

課ホームページに掲載する。 

 

※那覇市建築指導課ホームページアドレス 

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/sidou/ 
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正    誤 

 

那覇市公報第 1673号の正誤 

○ 那覇市公報第1673号の正誤 

2016（平成28）年８月１日付け那覇市公報第1673号の監査委員公表について、

次のとおり訂正する。 

ページ 訂正個所 
訂 正 内 容 

訂正前 訂正後 

1034ページ 上から20行目 壺屋児童館 久場川児童館 

 

 

 


